県有施設一年点検等実施要領

福井県土木部公共建築課
（目的）

第１条　この要領は、土木部が所管する営繕に係る実施設計、工事および工事監理（以下「営繕工事等」という。）において、契約不適合に該当する不具合を発見し、適切に対応するために、工事完成引継日から起算して一年を経過した日以前一月以内に行う点検（以下「一年点検」という。）および工事完成引継日から起算して二年を経過した日以前一月以内に行う点検（以下「二年点検」という。）の実施に関して必要な事項を定め、もって営繕工事等における品質の確保に資することを目的とする。

（一年点検等と契約不適合責任）

第２条　この一年点検および二年点検（以下「一年点検等」という。）は、公共土木設計業務等委託契約約款第３９条、福井県工事請負契約約款第４４条および工事監理業務委託契約約款第３３条による契約不適合責任を消滅させるものではない。

（適用）

第３条　この要領は、一年点検の実施について、次の各号のいずれかに該当する営繕工事等について適用する。

一　請負工事費が３,０００万円以上の建築工事
二　請負工事費が２,０００万円以上の電気工事または機械工事
三　第一号または第二号と併せて発注された建築工事、電気工事または機械工事
２　この要領は、二年点検の実施について、次の各号のいずれかに該当する営繕工事等について適用する。
一　請負工事費が２０億円以上の建築工事

二　前号と併せて発注された電気工事または機械工事
三　簡易公募型プロポーザル方式により設計者を選定し実施設計を行った建築工事、電気工事または機械工事
四　その他、発注者が必要と認めた工事
３　前２項各号に該当する営繕工事等については、次の各号に一年点検等の実施について記述するものとする。

一　建築・設備設計業務委託仕様書

二　建築工事特記仕様書
三　建築改修工事特記仕様書
四　木造建築工事特記仕様書
五　電気設備工事特記仕様書

六　機械設備工事特記仕様書
七　工事監理等業務委託仕様書
（一年点検等の実施者）

第４条　一年点検等は、該当する営繕工事等に関係した者のうち、次の各号に該当する者を点検実施者として行うものとする。

一　実施設計委託を受託した設計者

二　工事を請け負った工事請負者

三　工事監理委託を受託した工事監理者

四　発注機関の長が指名する職員（以下「発注機関点検員」という。）

２　点検当日は、前項各号の中から、次に該当する者が参加し行わなければならない。ただし、事前に発注機関の了承を得ている場合はこの限りで無い。

一　設計者にあっては管理技術者
二　工事請負者にあっては現場代理人

三　工事監理者にあっては管理技術者
（一年点検等の実施時期）

第５条　一年点検は、工事完成引継日から起算して一年を経過した日以前一月以内に実施するものとする。

２　二年点検は、工事完成引継日から起算して二年を経過した日以前一月以内に実施するものとする。

（一年点検等の実施手続）

第６条　一年点検等の実施にあたっては、発注機関は、施設管理者および点検実施者と一年点検等の日時等について協議し、施設管理者に対しては、一年点検等実施通知書（様式第１号）により一年点検等を実施する旨の通知を行うとともに、点検実施者（発注機関点検員を除く。）に対しては、一年点検等実施依頼書（様式第２号）により一年点検等の実施を依頼するものとする。

２　前項の通知にあたっては、発注機関の長は施設管理者に対し、不具合状況について、不具合状況調査書（様式第３号）の提出を求めるものとする。
３　一年点検等は、施設管理者の立会いのもと、一年点検等チェックリスト（様式第４号）に基づき当該施設において実地点検を行うものとする。

４　実地点検は原則として目視により行うものとし、必要に応じ計測器等を用いるものとする。

５　電気工事、機械工事については、一年点検等を実施するにあたり、工事請負者は事前点検チェックリスト（様式第５号）により事前に試験測定を行い、一年点検等事前実施報告書（様式第６号）を作成し提出するものとする。事前点検の対象項目については、原則、工事範囲のすべてとする。ただし、施設の維持保全業務等において実施済みの項目については、対象外とすることができる。なお、二年点検においては対象項目を発注者が指定できるものとする。
６　第３条第１項第一号、第二号に該当する請負工事費が５，０００万円未満の工事およびこの工事に併せて発注された同項第三号の工事にあっては、不具合事象の状況を第２項、第５項により提出された書類の記載内容を確認することで、実地点検および立会い（以下「立会い等」という。）ならびに一年点検等チェックリスト（様式第４号）の作成は省略するものとする。ただし、発注機関点検員が立会い等を必要と判断した場合にはこの限りでない。
（点検結果の報告）

第７条　発注機関点検員は、一年点検等により不具合事象が発見されなかった場合は、速やかに一年点検等実施報告書（様式第７号）に一年点検等チェックリスト（様式第４号）を添付し、発注機関の長および施設管理者に報告するものとする。ただし、前条第６項により立会い等を省略した場合は、一年点検等チェックリスト（様式第４号）の代わりに事前点検チェックリスト（様式第５号）を添付する。
（不具合事象の処理）

第８条　点検実施者は、一年点検等により不具合事象を発見した場合、その不具合が契約不適合に該当するかについて調査および検討を行わなければならない。

２　発注機関点検員は、前項の調査および検討の結果、不具合事象が契約不適合に該当するものではないと判断した場合においては、その結果を不具合状況報告書（様式第８号）に不具合状況調書（様式第９号）および一年点検等チェックリスト（様式第４号）を添付し、発注機関の長および施設管理者に報告するものとする。ただし、第６条第６項により立会い等を省略した場合は、一年点検等チェックリスト（様式第４号）の代わりに事前点検チェックリスト（様式第５号）を添付する。
３　前項の場合において、発注機関点検員以外の点検実施者は、報告書の作成その他報告に必要な作業に積極的に協力しなければならない。

４　第１項の調査および検討の結果、不具合事象が契約不適合に該当すると判断した場合においては、契約不適合責任業者（以下「責任業者」という。）は補修方法、日時等について発注機関および施設管理者と協議をするとともに、自らの負担で補修しなければならない。

５　前項の協議にあたっては、責任業者は事前に不具合補修工事計画書を作成し、発注機関の承認を得なければならない。

６　責任業者は、第４項の補修完了後速やかに不具合補修完了報告書（様式第１０号）に補修内容一覧（様式第１１号）および一年点検等チェックリスト（様式第４号）を添付し、発注機関に報告し、補修内容の確認を受けなければならない。
７　発注機関は、前項の規定による依頼を受けたときは、あらかじめ施設管理者に連絡の上補修状況について速やかに現地確認を行わなければならない。

８　前項の規定による現地確認の結果、補修が完了したと認められるときは、発注機関の長は、不具合補修完了通知書（様式第１２号）を施設管理者に、不具合補修完了確認通知書（様式第１３号）を責任業者に各々通知するものとする。

（その他）

第９条　この要領に定めるもののほか、この要領の実施について必要な事項は、別に定める。

附則

この要領は、平成１８年４月１日から施行する。

附則
この要領は、令和６年７月５日から施行する。ただし、二年点検に関する規定は、施行日時点で実施設計を完了している営繕工事等には適用しない。
（様式）

様式第１―１号　　　一年点検等実施通知書（５，０００万円以上の工事）
様式第１―２―１号　一年点検等実施通知書（５，０００万円未満の工事）
様式第１―２―２号　一年点検等実施通知書（実施日通知）
様式第２―１号　　　一年点検等実施依頼書（５，０００万円以上の工事）
様式第２―２―１号　一年点検等実施依頼書（５，０００万円未満の工事）
様式第２―２―２号　一年点検等実施依頼書（実施日通知）
様式第　３号　　　　不具合状況調査書

様式第　４号　　　　一年点検等チェックリスト

様式第　５号　　　　事前点検チェックリスト（電気工事、機械工事）

様式第　６号　　　　一年点検等事前実施報告書（電気工事、機械工事）

様式第７－１号　　　一年点検等実施報告書（発注機関点検員→発注機関の長）

様式第７－２号　　　一年点検等実施報告書（発注機関の長→施設管理者）
様式第８－１号　　　不具合状況報告書（発注機関点検員→発注機関の長）

様式第８－２号　　　不具合状況報告書（発注機関の長→施設管理者）

様式第　９号　　　　不具合状況調書

様式第１０号　　　　不具合補修完了報告書

様式第１１号　　　　補修内容一覧

様式第１２号　　　　不具合補修完了通知書

様式第１３号　　　　不具合補修完了確認通知書
